
私たちのまちを守る人を募集しています

応急危険度判定員
大地震による発災後起こる余震から建築物の倒壊等による二次災害を防止するため、発災
後できるだけ早く被災状況を調査し、建築物の当面の使用の可否を判定します。

申し込み先
　東京都防災ボランティア（被災建築物応急危険度判定）事務局

　　一般社団法人 東京建築士会　電話 3527 − 3100
問い合わせ先
　東京都 都市整備局 市街地建築部 建築企画課 耐震化推進係 電話 5388 − 3362

東京都のボランティア

目黒消防団・目黒消防少年団

申し込み・問い合わせ先　目黒消防署　電話 3710 − 0119

消防団
「わがまちを災害から守る」という使命感のもと、地域防災の要として幅広い活動を行って
います。18歳以上で目黒区に在住、在勤又は在学している健康なかたであれば入団できます。

消防少年団
消防の仕事や火災予防に関心のある少年少女で結成されています。小学校 3 年生から中学
校 3 年生までであれば、消防少年団に入団できます。

目黒区のボランティア

申し込み・問い合わせ先　文化・交流課交流推進係　電話 5722−9291　ファックス 5722−9378

防災語学ボランティア
区では、地震など災害が発生したときに日本語のわからない外国人区民等を支援するため
に語学能力を活用してボランティア活動を行う「防災語学ボランティア制度」を設けてい
ます。
防災語学ボランティアは、地域の防災訓練への参加、災害発生時の災害情報の通訳・翻訳、
外国人区民等からの問い合わせや相談への対応、復旧・復興時の避難所における通訳等、
防災対策、災害発生から復興までの外国人区民等の支援のために、無理のない範囲で活動
していただくものです。


